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地域における自然資本管理のための
協働のプロセスとデザイン

鎌田磨人
徳島大学大学院社会産業理工学研究部
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研究活動

鎌田磨人（かまだ まひと）

1. ⼆次的⾃然としての「⾥⼭」の構造と変化
Ø ⽇本と韓国の⾥⼭の⽐較をとおした，

「⾥⼭」の構造やその変化機構の解明
Ø 景観の空間階層性を考慮した調査・研究

⼿法の確⽴
2. 河川事業等の実施に伴う河畔域⽣態系の構造

と動態の変化
Ø 河川・流域における⼈為的活動が，河畔

植⽣の動態に与えた影響の把握
Ø 韓国の河川⽣態系の改変状況との⽐較

3. ⽣態系保全・管理のための実践的超学際研究
Ø ⽣態学的合理性を持った，効率的な⾃然

再⽣
Ø 協働による⽣態系管理のプロセス
Ø 協働活動のマネジメント、ガバナンス
Ø 協働のプロセス・デザイン
Ø ⾃治体施策へのインプット
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⼤

学

広島⼤学総合科学部è⼤学院⽣物圏科学研究科è徳島県⽴博物館（植物担当学芸員）
è徳島⼤学（理⼯学部社会基盤デザイン[⼟⽊]）
元 ⽇本景観⽣態学会会⻑
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⼟地利⽤
変化

リン
窒素

海洋の酸性化

プラネタリー・バウンダリー （地球の限界）

https://www.stockholmresilience.org/research/planetary-boundaries.html

⽣物圏の⼀体性

絶滅速度

⽣態系機能

気候変動
新規化学物質

成層圏オゾンの破壊

⼤気エアロゾルの負荷

海洋酸性化

⽣物地球化学的循環（窒素とリンのサイクル）

淡⽔の変化

淡⽔利⽤ 蒸発・蒸散⽔

⼟地利⽤の変化

3

21世紀の環境問題
 - 20世紀からの変化

• 地域から地球へ
Ø特定地域に閉じることなく、地球全体につながる

• 対決型からシステム思考へ
Ø「原因主体」を特定することが難しい
Øシステムとして解決を図る

ü規制的⼿法 ― 法制化、規則
ü市場的⼿法 ― エコラベル、CSR、ESG投資

• 国際政治課題へ
Ø国際条約や国際機関、国際NGOなどのアクター
Ø⾃由貿易を担保するためのルールづくり
Øグローバルノースとグローバルサウスの対⽴
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「持続可能な開発」の再定義
「将来の世代の欲求を満たしつつ、現在の世代の欲求も満⾜させるような開発」

Sustainable development 
•地球上で安全で公正に活動できる空間内で，すべて
の⼈が良好な⽣活を追求すること（ロックストロー
ム＆クルム、2018）è持続可能な社会

• SDGs (Sustainable 
Development Goals)
• 貧困に終⽌符を打ち、地
球を保護し、すべての⼈
が平和と豊かさを享受で
きるようにすることを⽬
指す普遍的な⾏動
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SDGs
• 安定した経済活動を⾏
うためには、安定した
社会が必要である

• 安定した社会を⽀える
のは、豊かな⾃然環境
（⽣態系）である
Ø緑の社会基盤（グ
リーンインフラ）

• すべての事業者、⽣活
者は、劣化した⾃然環
境（⽣態系）の向上、
残された豊かな⾃然環
境（⽣態系）の保全に
務める責任を持つ
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緑の社会基盤（グリーンインフラ）

6

⽣物多様性条約第15回締約国会議（2022年）
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2030年ミッション Nature Positive (⾃然再興）
⾃然を回復軌道に乗せるために⽣物多様性の損失を⽌め反転させるための緊急の⾏動をとる

昆明・モントリオール⽣物多様性枠組
⽣物多様性条約第15回締約国会議（CBD COP15）
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30by30

OECM

⽣物多様性国家戦略の⾻格として⽰された
Nature Positive の実現⼿段

2030年までに陸と海の30%以上を保全

保護地域以外で⽣物多様性保全に質する地域

NbS (Nature-based Solutions)
⾃然に基づく地域課題の解決
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⽣態系の社会基盤としての活⽤èグリーンインフラ
10

どのような未来を描くか

11

分散居住集中居住

Co-design of national-scale future scenarios in Japan to 
predict and assess natural capital and ecosystem services, 
Saito et. al, 2018, Sustainability Science

⼈⼯資本利⽤

⾃然資本利⽤

11

⼈⼯資本ベースの集中居住
• 輸⼊資源や⼈⼯的に⽣み出された
資源を多く使う前提の都市集中

• 都市への⼈⼝流出。農⼭村部では
今よりもっと⼈が少なく、空家も
増える

• 露地農業は衰退し、ハウスや植物
⼯場を利⽤した農業が増える

• 農業従事者は都市に居住し、通勤
やリモートで農業を⾏う

• 再⽣可能エネルギーや⾃然エネル
ギーの利⽤は都市近郊で盛んに

• 都市では循環的な資源利⽤を⾏う
• ⾃然との関わりは、施設やビデオ
などを通じた間接的なものとなる

• 消費では、地産地消よりも価格や
資源の効率がより重視される

12
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⾃然資本ベースの分散居住
• テレワークや⼆地域居住
• 農林⽔産業に携わる⼈が、現

在より多く農⼭村に住む
• ⾃然エネルギーが多く導⼊さ
れ、発電網などは分散型で設
計される

• ⼈と⾃然の関係が強く維持さ
れる

• 伝統知識やその⼟地ならでは
の知識が尊重される

• ⼈間関係は地縁を中⼼に形成
されるが、IT技術などで遠隔
地の⼈とも新たなつながりが
できる
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持続可能な社会への転換（トランジション）
ー私たちの暮らしの抜本的な変化

望ましい未来

なりゆきの未来

①どんな社会︖

持続可能な社会

持続不可能な社会
②どういう新しい取り組み
（転換の芽）が必要︖

③新しい取り組みを
どう⼤きくしていく︖

ギャップ
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持続可能な未来をつくるための知識⽣産のあり⽅

•伝統的な知識⽣産のモード（モード1 科学）
• 学問（学術）中⼼
• 専⾨家主導
• 知（knowledge）は⼤学や研究所で⽣まれる

• 社会との関わり⽅
• 学術︓ 課題を設定、因果関係を究明、解決策を⽴案
• 社会︓ 提案された解決策を実⾏

• たとえば︓ 20世紀初頭の感染症対策（結核等）
• 病原体の発⾒→ワクチン開発＋公衆衛⽣対策の徹底

15

モード1科学のアプローチ

•還元論的アプローチ
Ø複雑な現象を要素に分解して理解しようとする
Ø（例）⼈体→器官→組織→細胞→細胞内⼩器官

→ DNA…

•縦割り（タコつぼ化）
Ø学問分野ごとに閉じた知識⽣産
Ø分野内での深化、蓄積

16
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問題の性質の変化

•これまでの「問題」「課題」
• 単純な因果関係
• 科学の役割︓因果関係の解明
• 科学の⽴場︓価値判断に踏み込む必要がない

•現代の「問題」「課題」
• 因果関係が複雑
• 異なる価値が並⽴する

やっかいな問題

17

やっかいな問題 (Wicked Problem) とは
(例) どの発電様式が良い︖

• 定義できない
• 「良い」とは︖

• 運営コスト、安全性、環境負荷、電気代、安定
供給…

• 複合的な要因
• 技術的な要素だけで決めることができない

• 法律、制度、経済、国際関係、社会情勢…
• 結果が⾒通せない

• どの発電を選んでもメリット・デメリットが
ある

• 社会的に複雑
• 利害関係者が多様で、価値観が対⽴している

• 政府、電⼒会社、地域住⺠、環境団体、技術者、
消費者…

• 解決までの道筋がはっきりしない
• 発電様式選択の影響が及ぶ範囲の時間・空間
のスケールが⼤きい

18

•科学でできること
ØCO2排出量の測定
Ø発電所のリスク評価

•科学でできないこと
Ø誰の意⾒が優先されるべき︖

→発電事業者、実需者、政府、地域住⺠…

Øどの観点が優先されるべき︖
→環境（マクロ）、環境（地域）、倫理、経済…

価値判断は科学ではできない

やっかいな問題

19

知識⽣産モード変化の必要性

•モード1科学の強み
• 因果関係を特定し、解明する
• 専⾨性を深化させることができる

•モード1科学の限界
• 複雑な問題に対処できない︕

新しいタイプの知識⽣産の必要性

20
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やっかいな問題を乗り越えるための
モード２の知識⽣産

•社会課題を意識è⽂脈に依存した知識⽣産
•実践志向・問題解決志向
•多様なステークホルダーとの協働
•学問分野を超えた知識統合

Ø学際  【interdisciplinary】
ü異なる学問分野の横断・融合
ü学問分野の「際」を超える

Ø超学際 【transdisciplinary】
ü学問と社会の協働・共創
ü学問と社会の「際」を超える

21

学際と超学際

学際
discipline

discipline

discipline
学問１

学問2

学問3

ステーク
ホルダー１

ステーク
ホルダー2

ステーク
ホルダー3

超学際

社会

学問分野
（学会）

22

基本計画として、綾町内に設置されたユネスコエコパーク推進室によって生物
多様性地域戦略が策定されている。兵庫県豊岡市ではコウノトリ共生課がコウ
ノトリの再野生化と農業展開、新潟県佐渡市では農林水産課がトキの再野生化
と農業展開を結びつけた地域戦略を、それぞれ策定した。千葉県いすみ市では
農林課が環境と経済をつなぐ里山里海再生を目指して地域戦略を策定してい
る。これらは、農業などの一次産業と生物多様性の保全とを連動する形で、農
業政策に関連する部署などが地域戦略を策定している例である。また、北海道
礼文町では持続的な観光を推進するために、産業課が生物多様性地域戦略を策
定してきている。そして兵庫県伊丹市では、都市緑地法に基づく緑の基本計画
と生物多様性基本法に基づく生物多様性地域戦略を統合し、伊丹市生物多様性
みどりの基本計画を都市交通部みどり自然課が策定している。このように、地
域の実情に応じて環境部局以外の部局が生物多様性地域戦略を策定し、生態系
を活用しながら地域に内在する課題を統合的に解決しようとする動きがでてき
ている。
これらの地域戦略は、GBO5によって示された「自然に根ざした解決策（Nature-

based Solutions: NbS）」の概念に沿うものでもある。国際自然保護連合（IUCN）は、
NbSを「社会課題に順応性高く効果的に対処し、人間の幸福と生物多様性に恩
恵をもたらす、自然あるいは改変された生態系の保護、管理、再生のための行
動」と定義し、気候変動、自然災害、社会と経済の発展、人間の健康、食料安
全保障、水の安全保障、環境劣化と生物多様性損失の7つの社会課題に取り組
むものとしている（古田 2021）。

地域社会でのボトムアップ活動の必要性

前節で述べたように、生物多様性を保全していこうとする際の最も中核的な
問いは、個々に異なった特性を持つ地域で実効的な管理の枠組みをどうつくっ
ていくか、ということである。そのために考案された新たな枠組みがOECMで
ある。
OECMは、Other Effective area-based Conservation Measuresの略で、「保
護地以外で生物多様性保全に質する地域」をさす。つまり、国立公園など、自

然を保護することが法律で定められた地域以外でも、生物多様性の保全上意義
があり、管理体制がしっかりとしている地域について、そこが民有地であって
も、申請に基づき保護区として世界的に認めていこうというものである。地域
社会によって管理された保護区のほうが、国によって指定された保護区よりも
効果的に生物多様性が維持されることが知られており、政府の法による規制に
より保護区を設けていくよりも、それぞれの地域で具体的な保全のあり方が検
討され、地域主体で保護・保全活動が進められることが重要だと考えられるよ
うになってきたのだ（Bhola et al. 2020; Maxwell et al. 2020）。CBD-COP15では、ネイチ
ャーポジティブを実現するために、OECMの設定を各国で積極的に進めていく
との認識が世界的に共有された。
NbSにしてもOECMにしても、自然資本としての生態系を活用し続けるため
には、その生態系の質を落とすことなく、あるいは、質を向上させながら将来
に引き継いでいく必要がある。そして、その実践は全国どこでも画一的に行い
得るものではなく、個々の地域の自然や社会の状況に即した考え方や手法が必
要だ。また、その担い手があってこそ成し遂げられる。

たとえば、日本の農村地域では、生活様式や産業構造の変化に伴って、人の

図2．生物多様性を守り、活用するためのトップダウン－ボトムアップの流れ

生物多様性条約

 「地域」での協働による自然資本
の自律的管理（Area-based 
conservation）

 OECM（自然共生サイト）
 Nature Positive (自然再興）

 トップダウンの政策とボトムアッ
プの活動を地域政策として統合

 地域の自然資本の上手な管理活用
を推進【NbS】

• 市民、自治会、NPO、
事業者など

生物多様性基本法
生物多様性国家戦略

生物多様性地域戦略
地域創生、まちづくり計画

• 国

• 都道府県
• 市町村

トップダウンの政策

ボトムアップの活動

6 7
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実践としての
超学際

23

第9章 ⽣物多様性地域戦略のつくり⽅
― 合意形成プロセスのデザイン

24
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私達がやらずに誰がやる！！

⾏政の動きに先⾏した市⺠団体の動き
COP10プレイベント⽣物多様性シンポジゥム in 徳島・⾹川 （2010年2⽉20⽇）

25

専⾨家（ＷＷＦジャパン 草刈さん）を招いての勉強会

26
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制度ができても
「絵に描いた餅」
では意味がない

⽣物多様性の保全・回復に向けた国際・国内での⽬標
（2010年当時）

皆が⾃律的に取り組んで
いくためには。。

27

「⽣物多様性とくしま会議」2010年6⽉24⽇

• 市⺠アクション徳島
• 徳島県⾃然保護協会
• ⽇本野⿃の会徳島
• 園瀬川流域環境保全の会
• NPO⾥⼭の⾵景をつくる会
• とくしま⾃然観察の会
• 吉野川ひがたの会
• NPO徳島共⽣塾⼀歩会
• NPO元気やまかわネットワーク
• NPO三嶺の⾃然を守る会
• 吉野川ラムサールネットワーク
• NPO徳島保全⽣物学研究会
• ⽇本ﾋﾞｵﾄｰﾌﾟ管理⼠会徳島⽀部
• かみかつ⾥⼭倶楽部
• 徳島県植物学研究会
• NPOカイフネイチャーネットワーク
• エコロジーの森を創る会
• NPO剣⼭クラブ
• ピース
• 沖洲海浜楽しむ会
• NPO⼤川原
• 川塾

設立趣旨（抜粋）
徳島での生物多様性の保護・保全・修
復に向けて，市民団体，学識経験者，
関係機関有志が連携し，情報や課題，
立場の違いを共有しながら，それぞれ
が責任ある行動をとっていけるしくみを

作るため，「生物多様性とくしま会議」
を設立しました．

「生物多様性とくしま会議」では，徳島
での生物多様性地域戦略の策定にあ
たっての提言や，戦略策定後の目標

達成にむけた役割の明確化・共有を
図っていきます．

環境保護22団体（発⾜時は18団体）＋研究者

28
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合意形成の必要⽣

u合意形成とは、合意のないスタート地点から始め
て、合意というゴール地点へ⾄るプロセスを円滑
に進め、参加者が納得できる実りある成果（納得
解）を得ること（桑⼦ 2016）

Ø合意形成を円滑に進めるためにはプロセスを調
整しながら管理運営する⼈やチームの技術⼒が
重要

Øプロセスのデザインとマネジメントの技法

29

合意形成プロセス1

• アセスメントと話し合いの設計
Ø⼈びとの多様なインタレストの中に潜んでい
るコンフリクトの可能性を把握し，表⾯下にあ
るコンフリクトの回避，ならびに顕在している
コンフリクトの解決に向けた話し合いを考えて
いく段階

Øそのために話し合いの⽬的，テーマ，意⾒収
集の⽅法について検討を⾏い，状況に応じた対
話の場を設計する

豊⽥ (2017)

30

⽣物多様性の保全・回復に向けた
・課題抽出と共有
・⽬標の共有と提案

毎⽉第１⽔曜⽇
18:45〜21:30
徳島⼤⼯学部内

31

ワークショップを⽀えるスタッフ

32
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⽣物多様性⼤展⽰会、講演会の開催

開催成果
Ø 徳島の⾃然を知って頂く場になった
Ø⽣物多様性の重要なことの理解に役だった
Ø 参加団体同⼠の交流、理解が深まった

33

合意形成プロセス2

•話し合いの実践
Ø話し合いやワークショップの場で共に考える

意識が⾼まるような空間レイアウトを考え，話
し合いの進⾏（ファシリテーション），意⾒の
収集，記録等を⾏いながら合意を形成していく

豊⽥ (2017)

34

「徳島県での生物多様地域戦略策定に向けての提案」を
行うための毎⽉１回の全体ワークショップ（全12回）

＋３部会（まち・⾥、川・海・汽⽔域、奥⼭・⾥⼭）での検討

35

合意形成プロセス3

•評価と合意内容の具体化
Øタイムラインを⽰しながら，連続する話し合
いの場をマネジメントするとともに，話し合い
のプロセスで⾒えてきた課題や合意形成の成果
を踏まえて，テーマとプロセスを柔軟に再設計
して，合意事項を具体化していく最終段階

豊⽥ (2017)

36
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徳島県での生物多様地域戦略策定に
向けての提案 （2010年6⽉，知事に提案書を提出）

37

プレスリリース
県庁での記者会⾒室

38

テレビ・新聞各社による報道

39

提案書の内容

第１章 ⽣物多様性とくしま会議の紹介
Ø参加団体、取組み経過、提案内容

第２章 地域戦略の策定のあり⽅について
Ø策定⽅針、進め⽅、体制、⼿順

第３章 徳島県の⽬標設定について
Øビジョン（全体⽬標、地域別⽬標）

40



2026/2/20

11

2章 地域戦略策定のあり⽅

•策定⽅針について
• ⽣物多様性条約 COP10 「愛知ターゲット」、⽣物
多様性国際⾃治体会議「愛知・名古 屋宣⾔」を踏ま
える

•進め⽅について
• 戦略の検討に⼊る前に検討⼿順を明確にする
• 住⺠や企業等、様々な主体の参画を促進する

41

•体制について
• ⾏政(国、 市町村を含む)・専⾨家・市⺠団体・事
業者等で協議することのできる組織の設置

• 各地域でのタウンミーティングの開催
• 徳島県と⽣物多様性とくしま会議との協働事務局

•⼿順について
• 体制、スケジュール、意⾒聴取や情報公開の⽅法等
についての合意形成を⾏う

2章 地域戦略策定のあり⽅

42

徳島県
（⾃然環境
室）

⽣物多様性
とくしま会議

庁内
連絡会議

徳島県知事

⽣物多様性とくしま戦略

⽣物多様性とくしま
戦略策定連絡会議

環境審議会

徳島県⽣物多様性
地域戦略検討

⼩委員会

⾃然環境部会

徳島⼤学環境防災研究センター

希少野⽣⽣物保護
検討委員会

2011年8⽉，⽣物多様性地域
戦略の策定のあり⽅について，
知事が環境審議会に諮問

43

園瀬川流域
環境保全の会

⼀歩会

かみかつ
⾥⼭倶楽部

市⺠アクション
とくしま元気やまかわNW

⾥⼭の⾵景
をつくる会

かいふネイチャーNW

⾃然観察の会

吉野川
ひがたの会

阿南⾼
専

徳島⼤学

徳島県
⾃然保護協会

徳島県
⾃然環境課

剣⼭クラブ

三嶺の⾃然
を守る会

徳島
ラムサール
NW

⽣物多様性とくしま会議の
ネットワーク構造

野⿃の会とくし
ま

徳島植物学研究会

★ 代表
★ 事務局

ビオトープ
管理⼠会

徳島保全⽣物学研究会

★
★

★

★

44
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⾏政担当者

⾏政/政府

NPOs

そんなこと
⾔われても..

NGO

なんで（怒）︕
⾏政は反応しないの?
私たちと⼀緒に活動しないの?

「⽣物多様性とくしま会議」が持つ意味 １
国際社会
⽇本

国際社会
⽇本

地域

地域

45

NPOs

• 国際社会
• ⽇本
• 地域

NGOs ⾏政/政府
国際社会

⽇本

⼀緒に
やりましょう ⾏政担当者

マネージャー

「⽣物多様性とくしま会議」が持つ意味 １

地域

46

徳島県
（⾃然環境室）

⽣物多様性
とくしま会議

庁内
連絡会議

環境審議会

徳島県⽣物多様性
地域戦略検討
⼩委員会

⾃然環境部会

タウンミーティング

徳島⼤学環境防災研究センター

希少野⽣⽣物保護検
討委員会

⽣物多様性とくしま会議と徳島県の連携による
タウンミーティングの開催 (2010年8⽉〜10⽉）

2 
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47

まち・⾥部会地域別TM作業部会

・役割分担
・開催場所、⽇時

海・川部会奥⼭・⾥⼭部会

48
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⽣物多様性とくしま会議と徳島県の連携によるタウンミーティングの開催

奥⼭・⾥⼭
まち・⾥ 川・海・汽⽔

①地域の中で守っていきたい⽣物、場所、伝統的な知恵や⽂化
②利活⽤したい、⽣物、場所、伝統的な知恵や⽂化
③保全、 利活⽤の妨げとなるもの（課題）

49

2011年8月27日、上勝町

50

2011年10月22日、脇町

51

2011年10月22日、脇町

52
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http://www.aicon-
tokushima.co.jp/tm02/index.php?Content

10回のタウンミーティング
意⾒の整理
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「徳島県⽣物多様性地域戦略検討⼩委員会」
委員による検討

53

徳島⼤学環境防災研究センターによる
5351の意⾒の整理

54

「⽣物多様性とくしま会議」が持つ意味 ２

•タウンミーティング (TM)の⾃主運営
• 県への提案に責任をもって実⾏
• 運営者（⽣物多様性とくしま会議メンバー）の感想

üTMを実施しながら様々な技術と⼯夫が必要であることを実
感した、もっと細かな技術を学んでおくべきだった

üTM実施前よりも、もっと⼤きな責任を感じるようになった

• 戦略づくりや遂⾏に対しての関与の度合いの増⼤
• 合意形成のあり⽅についての理解の深化

55

協働の成果 １

  

 

生物多様性とくしま戦略 
  

～生物多様性という地域資源を活かした 

コンパクトな循環型社会の実現を目指して～ 

 
  

徳 島 県 

http://www.pref.tokushima.jp/docs/2013103000318/

v 68の課題に整理
Ø課題群A︔5
Ø課題群B︔28
Ø課題群C︔4
Ø課題群D︔5
Ø課題群E︔26

 48 

第３部 戦略の方向性及び目標 

第１章 徳島県の将来像        

徳島県の特性に応じた３つの地域（川・海・汽水域地域、まち・里地域、里山・奥山地

域）ごとの将来像を以下に示します。 
 

１．川・海・汽水域地域 

z 吉野川や那賀川をはじめとする河口干潟では、ヨシが繁茂し、シオマネキに代表され

る汽水域特有の希少生物やゴカイなどの鳥類の餌となる生物が豊富に生息し、渡り鳥

が中継地として利用する重要な場所になっています。 
z 沖積平野を流れる川やその周辺の水田などの水辺では、サギ類や水鳥が昆虫やカエル、

小魚等を食べるために飛来します。砂浜ではアカウミガメが上陸・産卵し、仔ガメが

ふ化します。県南の浅海域では、サンゴが健全に生息しています。 
z 川・水田・汽水域・沿岸域・海洋間の連続性や水辺のエコトーンが確保され、アユ、

ウナギ、サツキマス、モクズガニ、テナガエビなどの生物が行き来しています。 
z ヤマトシジミ、スジアオノリ、シラスウナギ、シロウオ、タイ、ワカメ、ハモ、タチ

ウオ、エビ類、イカ類など徳島の川、汽水域、海の恵みが豊富に採れ、地産地消を通

じて県民が海の守り人である漁業者を支えています。このような漁業が生業として持

続できるよう自然環境が維持され、次世代に自然の恵みが引き継がれています。 
z 水辺には、潮干狩りなどで遊ぶ子どもたちや散策している人々の笑い声が聞こえるな

ど、人と生きものが共に暮らす調和した風景が見られます。 
z 海岸線には、防風林や防潮林が連続し、防災と生物多様性の保全との調和がとれた状

態が維持されています。 
 

２．まち・里地域 

z 自然に起因する習わしが暮らしに活きており、地域での伝統的祭りが継承されていま

す。 
z 自然素材を使った家づくりやものづくりが行われ、地域で育てられた食材が旬の時期

に食べられています。 
z 太陽光や風力などの自然エネルギーが使われ、雨水の有効活用や生ごみの肥料として

の利用が行われています。 
z まちには生垣が復活し、緑豊かな街路樹の街並みが増え、身近な緑にあふれています。 
z すべての保育園・幼稚園・小学校等には学校ビオトープがあり、地域には日常的に触

れ合うことが出来る豊かな自然があって、子どもたちが身近な自然で遊んでいます。 
z 常緑広葉樹の防災林によるグリーンベルトが連続し、火災・津波・洪水などの自然災

害から守られています。 
z 里地では自然と共生しながら、継続的に農業が維持されています。 

56
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⽣物多様性とくしま会議の発展的活動【市⺠科学】
参加協働による⽣物分布調査

http://tokushima-inochiphoto.com/pc/

協働の成果 2

57

301（271）地点

58

標⾼

傾斜

調査成果の活⽤ ⼟地利⽤
（宅地、森林、⽔⽥、畑地、開放⽔域）

空間モデル
Ø 拡⼤予測

59

推定された⽣息地
調査で確認された⽣息地

誰が、どのように駆除するか︖

どうやって拡⼤をくいとめるか︖

60
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協働の成果 3
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 徳島県・大学・研究機関・ネイチャーセンター・市民団体・企業等が保有する生態系や

生物多様性に関わる情報の共有化をさらに進めるため、次の行動計画を実施します。 
 
「行動方針 29」自然環境データを保有する各主体間の人的ネットワーク連携を促進し、デ
ータの収集・提供・共有等を図るための体制を整備します。 
行動計画 52 生物多様性センター（仮称）による人・情報マネジメントの検討・推進
【県民環境】 
生物多様性センター（仮称）を設置し、人や情報のネットワークの中心としてマ

ネジメントを担います。 
行動計画 53 生物多様性の大学・研究機関等との協働事業の推進【県民環境】 
生物多様性センター（仮称）は、徳島県内外の大学、博物館、ネイチャーセンタ

ー等の研究・教育機関等と連携を図り、生物多様性に関する科学的知見の充実を

図ります。 
 
 
 
 
 
関西広域連合では、関西地域が有する多様な歴史的資源、食文化をはじめとする文化的

資源や観光資源を活用し、産業化することで新たな価値を創出することが掲げられていま

す。本県は関西広域連合の一員として、本県の強みを発揮していくため、次の行動計画を

実施します。 
 
「行動方針 30」関西広域連合による連携の枠組みを通して、農村部の生物多様性を都市部
の消費が支える仕組みの検討を進めます。 
行動計画 54 関西広域連合による連携を視野に入れた生物多様性保全に配慮した流
通拡大の仕組みづくりの検討・推進【県民環境】 
農村部の生物多様性の取り組みを推進するためには、その生物多様性サービスの

恩恵を受けている都市部からの理解と支援が求められており、その仕組みづくり

を検討します。 

【目標 13】 関西広域連合による連携を活かしながら、都市部から農村部へ生態系サービスを
生みだす生物多様性の維持に配慮した流通の仕組みをつくります。 
 

【目標 12】 大学・研究機関等との連携を強化し、生物多様性等の知識・科学的基礎・技術を取

り扱う生物多様性センター（仮称）を設置します。 
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２．推進体制 

生物多様性地域戦略の実現のため、県民、企業、ＮＰＯ、行政等が連携協働し、多様な主

体との連携・協働を進めるために、生物多様性保全に関わる人のつながりの強化を図り戦

略の推進に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2.1 推進体制構築に向けたイメージ図
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協働の成果 3
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推進体制の構築方針 

 

      

とくしま生物多様性活動推進協議会  

環境防災
研究センター

協定

地域戦略の推進体制

2016年

2015年10⽉20⽇
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⽣物多様性とくしま会議の発展的活動

• 市⺠と連携した教育プログラム、カリキュラムの構築・実施
• 市⺠協働によるモニタリング調査→DB→施策への反映
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第1回
主催︓NPO徳島保全⽣物学研究会

⽣物多様性とくしま会議
共催︓徳島県（申請中）
＊地球環境基⾦による開催

「⽣物多様性リーダー」認定の
仕組み構築
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徳島⼤学環境防災研究センター
＊地球環境基⾦による開催 「⽣物多様性リーダーチーム」結成

各主体が個別に 
実施している活動 

まち・里保全人材育成コース 
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2017

第4回
主催︓徳島県

NPO徳島保全⽣物学研究会
⽣物多様性とくしま会議

共催︓徳島⼤学環境防災研究センター

2016

第3回
主催︓NPO徳島保全⽣物学研究会

⽣物多様性とくしま会議
共催︓徳島県

徳島⼤学環境防災研究センター

2017
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2018

主催︓とくしま⽣物多様性センター
NPO徳島保全⽣物学研究会
⽣物多様性とくしま会議
とくしま⽣物多様性リーダーチーム

共催︓徳島⼤学環境防災研究センター

2023年10周年
Ø 168⼈が受講
Ø 132⼈が⽣物多様性リーダー
Ø 14⼈がアドバンスドリーダー

「⽣物多様性リーダーチーム」
Ø2023年までに49⼈が⼊会
Ø10⼈程度が講座の企画運営

69

ふってわいてきた⾵⼒発電事業への対応協働の成果 4

70

事業地の植⽣⾃然度

1 - 6
7 
8

9 - 10

植⽣⾃然度

71

特定国内希少野⽣動植物種（種の保存法）

ツルギテンナンショウ イシヅチテンナンショウ

ニホンカモシカ ヤマネ

特別天然記念物・天然記念物

72
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uツキノワグマ【指定希少野⽣動植物（⾼知県）、危機的地
域個体群（環境省）】

https://islandbearproject.org/howto/howto-03/howto-03-01/

73

環境アセスメントとは

環境アセスメント
 →環境影響評価法（公布:平成9年）に基づく

開発事業の実施が環境にどのような影響を及
ぼすのか、事業者⾃らがあらかじめ調査、予
測、評価を⾏い、その結果を公表して住⺠等、
知事、市町村⻑などから意⾒を聴き、それら
を踏まえて環境の保全について⼗分な配慮を
⾏ない事業に反映させるための制度

74

環境アセスメントの段階

この間，約１ヶ⽉、短すぎるやろ︕︕

75

2018年4⽉18⽇

専⾨家間での検討会（市⺠団体の代表に公開）

l 徳島県内の⾃然史研究者（⽣
態学，植物，野⿃，昆⾍）

l 四国⾃然史研究センター
l 環境影響評価法の制定にかか
わった⽣態学研究者

l ⽇本⾃然保護協会

l ⽣物多様性とくしま会議
のメンバー（環境保全活
動に関わる21団体）

l 登⼭団体
l 関連地域の住⺠でつくら
れた団体

76
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2018年4⽉24⽇

77 78

ç

2018年4⽉26⽇2018年4⽉25⽇

徳島新聞

2018年4⽉27⽇

2018年5⽉2⽇
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81 82

83

徳島県内の⽣物研究者

⽇本⽣態学会
中国四国地区会

⽣態学研究者

NPO四国⾃然史
研究センター

当該地域の住⺠

登⼭団体
• NPO剣⼭クラブ
• 徳島県⼭岳連盟
• 徳島県勤労⼭岳
• NPO三嶺の⾃然を守る会

⽇本⾃然保護協会

• マスコミ
• ⼀般市⺠

4⽉18⽇ 専⾨家検討会
4⽉24⽇ 市⺠勉強会
5⽉  1⽇ オリックスへの意⾒書
5⽉14⽇ 知事，⼤⾂への要望書

⽣物多様性とくしま会議（21団体）

専⾨家からの科学的根拠

⼭の利⽤者，⽣活者からの意⾒

活動を支えた市民団体の
社会関係資本

環境影響評価審査会
委員の研究者

84



2026/2/20

22

各地での経験を活かしていくために

•活動の過程での協働の活動を動かしていくため
の経験知・経験則の蓄積

•活動を推進する個⼈に埋め込まれている知識や
技術の抽出（宮内 2017）

• 他地域でも利⽤可能にするためのモデル化（グ
リーンウッド＆レヴィン 2023）
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が明言できるわけがないのは明らかだった。そのため、鎌田は、「県の意思決定
を待つのではなく、先に市民でつくって提案したほうが早いのではないか」と
の意見を市民に投げかけた。「その言葉に焚きつけられ、ぜひそういう活動をし
ましょう」と賛同の意を示したのが、市民団体のリーダー的存在であった新開
善二氏だった（公益財団法人日本自然保護協会 2012）。「組織が個々に活動している場合
ではない。連携しなくてはとの思いを誰もが持っていた」ことが、ネットワー
ク組織創出に至る背景にあったとも、新開氏は述べている（公益財団法人日本自然保
護協会 2012）。その後、新開氏が元営業マンであったというスキルを活かして、県
内のすべての環境活動団体に声がけしてまわった結果、2010年4月16日に意見

これまで活動を牽引してきた。本章は、とくしま会議による活動の展開につい
て、鎌田安里紗が、とくしま会議の発足から現在に至るまでのプロセスを把握
している鎌田にインタビューを行い、また、鎌田とともに文献や議事録を確認
して、とりまとめた。そして、合意形成を進めていくうえでの実践の技術を21
の経験則として描き出していく（表1）。

協働の始まり ― 協力しあえるつながりをつくる 

とくしま会議発足のきっかけ

とくしま会議は、「地域戦略の策定に関しての提言を行い、策定後の推進を担
い、相互評価をしつつ戦略を見直し、より発展的展開を目指すこと」を目的と
する、市民団体の自主的な発意・行動によって形成されたネットワーク組織で
ある。2010年2月20日に徳島市で開催された「COP10プレイベント生物多様性
シンポジウム in 徳島・香川」（図1）での議論がきっかけとなって創出された。
翌年度に生物多様性条約第10回締約国会議（COP10）を控えて、各地域で生物多
様性に関する啓発活動を実施するという環境省の動きに呼応して開催されたこ
のシンポジウムで、市民団体が「徳島県は戦略をつくろうとしているのか、つ
くらなきゃダメじゃないか」と県の担当課長に詰め寄る場面があった。けれど
も、その場で地域戦略をつくるかつくらないかを、討議の壇上にあがった課長

図1．「生物多様性とくしま会議」発足のきっかけとなったシンポジウム

協働の段階 経験則

Ⅰ． 協働の始まり：
協力しあえるつながりを
つくる

活動の立ち上げ 1 旗を掲げる 

2 話し合いの窓口

メンバー間の足並みを揃える 3 違いの相互理解

4 進め方の目線合わせ

Ⅱ．協働の展開：
議論を深めながら市民・
コミュニティの力を育む

視点を持ち寄る 5 声を引き出す工夫

6 納得感のある対話

7 意見の全体像

共通認識をつくる 8 一体感を生むビジョン

9 市民目線の課題

知見を集める 10 行政プロセスの理解

11 基盤づくりの勉強会

12 専門家との普段付き合い

協働のあり方を示す 13 つくり方の提案

14 協力関係を示す

活躍の機会をつくる 15 担い手にまわる機会

16 地域にひらくタウンミーティング

Ⅲ．協働の継続：
継続的に活動が続く仕組
みをつくる

円滑な運営の支え 17 専門家の手助け

18 後押しとなる予算補給

先回りしたアクション 19 象徴的なシーン

20 先行投資としての実例づくり

21 行政事業への組み込み

表1．とくしま会議の協働を動かしていくための経験則
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とくしま会議の協働のプロセスで得られた経験則
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ある。2010年2月20日に徳島市で開催された「COP10プレイベント生物多様性
シンポジウム in 徳島・香川」（図1）での議論がきっかけとなって創出された。
翌年度に生物多様性条約第10回締約国会議（COP10）を控えて、各地域で生物多
様性に関する啓発活動を実施するという環境省の動きに呼応して開催されたこ
のシンポジウムで、市民団体が「徳島県は戦略をつくろうとしているのか、つ
くらなきゃダメじゃないか」と県の担当課長に詰め寄る場面があった。けれど
も、その場で地域戦略をつくるかつくらないかを、討議の壇上にあがった課長

図1．「生物多様性とくしま会議」発足のきっかけとなったシンポジウム

協働の段階 経験則

Ⅰ． 協働の始まり：
協力しあえるつながりを
つくる

活動の立ち上げ 1 旗を掲げる 

2 話し合いの窓口

メンバー間の足並みを揃える 3 違いの相互理解

4 進め方の目線合わせ

Ⅱ．協働の展開：
議論を深めながら市民・
コミュニティの力を育む

視点を持ち寄る 5 声を引き出す工夫

6 納得感のある対話

7 意見の全体像

共通認識をつくる 8 一体感を生むビジョン

9 市民目線の課題

知見を集める 10 行政プロセスの理解

11 基盤づくりの勉強会

12 専門家との普段付き合い

協働のあり方を示す 13 つくり方の提案

14 協力関係を示す

活躍の機会をつくる 15 担い手にまわる機会

16 地域にひらくタウンミーティング

Ⅲ．協働の継続：
継続的に活動が続く仕組
みをつくる

円滑な運営の支え 17 専門家の手助け

18 後押しとなる予算補給

先回りしたアクション 19 象徴的なシーン

20 先行投資としての実例づくり

21 行政事業への組み込み

表1．とくしま会議の協働を動かしていくための経験則
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パターン・ランゲージ
• 個⼈の中に蓄積していた暗黙的な経験則を他者に
ひらくことを可能にする⽅法、技術
Øローカルな活動を他所に飛び火させ、増幅させていく

知恵として蓄積されていた問題解決の技術を明示的に表現することができるよ
うになる。また、この時、個別具体の事例を適度に抽象化して記述することで、
個別の文脈を脱し、他者や他所でも応用可能となる（井庭・古川園 2013）。

パターン・ランゲージの作成方法

パターン・ランゲージは、大きく分けて以下のプロセスで作成する（Iba and Isaku 
2016; 鎌田ほか 2023）。まず、対象となるよい結果を生み出している実践者（たち）と
対話をしながら、経験を聞き出していく対話型インタビューを行う。その際、
「対象者が行った行為はどのようなものか（解決策）」、「その行為を行うことによ
って回避されたと考えられる問題はどのようなものか（問題）」、「その問題が起
こりやすいのはどのような状況か（状況）」を把握するために、「活動が前進した
際にはどのような出来事があったのか」、「問題が起きた時にはどのように対応
したのか」、「象徴的な問題はあったか」、「そのような問題が起きたのはどのよ
うな状況であったか」といった鍵となる問いかけを発しながらインタビューを
実施する。
次に、インタビューから得られた記録群についてKJ法に基づいて、整理統合

（クラスタリング）していく。KJ法は、川喜田（1967）によって創始された方法であ
り、複数人から得られた多様な実践の記録群について推論的に共通点を見出し
ながら整理していくことで、既存の枠組みでデータを分類するのではなく、新
しい理解を生成していくことができる、というものである（田中・斎藤 2005; やまだ 
2007; 高橋 2011）。どのような問題解決の行為について語られている内容なのかと
いう視点から「状況」、「問題」、「解決策」、「結果」のいずれかの共通性に目を
向けつつ推論的に整理を行うことで、実践者の経験則を捉えていく。
その後、クラスタリングによって得られた経験則のそれぞれについて、先述

したパターン・ランゲージの様式に書き起こしていく。

パターン・ランゲージを使うと何ができるのか

第2部で紹介されるような先進地域の取り組みは、事例集などで紹介された
り、視察が行われたりすることはあるが、出来上がっている仕組みそのものに
ついて学ぶだけでは、いざ自分の地域で活動を起こしていこうと思った時に、
活かしにくいものである。事例から学びを得て、自分の文脈に応用することも
もちろん可能だが、それをするためには具体的な事例において本質的に何が重
要であったのかのエッセンスを抽出し、さらにそれを自分の状況に置き換えて
応用的に実践するという力が求められる。パターン・ランゲージは、この「具
体から抽象へ」そして「抽象から具体へ」という2つのステップの前半を行っ
てくれるため、パターンを読むことで、抽象化された他者の「経験則」を自分
なりに活かすことが後押しされることとなる（図2）。つまり、パターンが「認識
のめがね」となり、ある現象を見た時にその実践では本質的に何が行われてい
るのかを認識することを支援できるようになる（井庭 2013）。

また、一つ一つのパターンには「名前」がつけられているので、これが新た
なボキャブラリーとなる。「机」や「りんご」という言葉は、多くの人に同じよ
うなイメージ（定義・概念）を想像させるが、このように概念に名前をつけ、語彙
が豊富になることで、対象についての理解を持ち、共有化することができるよ
うになる。パターンが「コミュニケーションの語彙」となることで、よい実践

図2．パターン・ランゲージによる実践の支援

先進事例

先進事例

先進事例

先進事例

経験則

経験則

経験則

パターン

パターン

パターン

これから
の実践

抽象化
体系化
言語化

実践の支援

パターン・ランゲージ

具体事例から具体的な取り組みに
知見を活かすハードル

これから
の実践

これから
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パターン・ランゲージとは

生物多様性・自然資本の保全に向けて、地域ごとに様々な試みが推進されて
いる。地域間で互いに課題や優良事例を学び合うことも行われているが、土地
の特徴や取り組むべき課題、人材や資金の状況も異なる中で、他地域の知見を
自らの現場に活かすことは容易ではない。また、「あの地域には○○さんがいる
から」や「キーパーソンがいたから上手くいった」など、よい結果が生み出さ
れた理由が属人的なスキルであるとの理解に終始してしまうこともある。パタ
ーン・ランゲージは、よい質の結果を生み出している人の経験則を抽象化、言
語化、体系化することで、よい実践の本質を捉え、さらなる実践を支援するも
のである。本章では、実践の技術を他所でも応用可能な形で共有することを可
能とするパターン・ランゲージについて解説し、その記述方法を解説する。
パターン・ランゲージは、よい結果を生み出すための実践の本質を捉え、言

葉にしたものである（井庭 2023）。もともと、Alexander et al. （1977）によって、
良い街や建物に潜む共通するパターンを言語化する方法として提唱されたもの
であるが、その後、ソフトウェアデザインや教育、組織変革など様々な分野に
も応用され、活用されてきた（Beck and Cunningham 1987; Bergin et al. 2012; Manns and Rising 
2004）。日本においても、認知症を発症したご本人とご家族が認知症とともに生
きる暮らしをより良くしていくための『旅のことば』（井庭・岡田 2015）や、地域
の価値を高めながら訪れる人の心に残るおもてなしを提供するための『おもて
なしデザイン・パターン』（井庭・中川 2019）、オープンダイアログの手法を元によ
り良いコミュニケーションを実践するための『対話のことば』（井庭・長井 2018）

第３章

パターン・ランゲージによる 
実践技術の共有

鎌田安里紗

など、福祉や観光、ビジネスや教育など、幅広い分野で応用されてきている。
パターン・ランゲージでは、個人が持つ経験則を小さな単位で記述する。人
は日々様々な経験を積むことで、意識的であれ無意識的であれ、特定の状況に
おいて、どのような実践を行うことがよい結果をもたらすかという知恵を獲得
していく。こうした知恵は、明確な技術としてではなく、ちょっとしたコツや
感覚的な良し悪しとして個人に蓄積されていく。そのため、他者にとって、場
合によっては本人にとっても、その人個人の“センス”と感じられていることも
多く、自分でもその知恵をうまく説明できなかったり、活用できなかったりす
ることもある（佐藤 2009; 井庭・梶原 2016）。そうした経験則の一つひとつを、ある
特定の「状況」において、どのような「問題」が発生しやすく、どのような「解
決策」をとることで、どのような「結果」がもたらされるのかという一連のパ
ターンとして記述し（図1）、その内容を指し示す「名前」をつける。この「状
況」「問題」「解決策」「結果」「名前」が一つのパターンのフォーマットであり
（表1）、パターン・ランゲージは、こうしたパターンが複数集まったものである。
パターン・ランゲージとしてまとめることにより、それまで個人の暗黙的な

図1．各パターンを構成する要素の関係図（井庭の講演1に基づき筆者作成）

ある状況
〈状況〉

よくない状態
〈問題〉ある状況において陥りやすい問題

状況に適合する
デザイン・実践
（問題を回避）

問題解決

よい状態の実現方法〈解決〉

よい状態
〈結果〉

表1．パターンの様式

項目 記述される内容

状況 この知恵が駆動される状況の記述

問題 その状況において生じやすい問題の記述

解決策 その問題を避けるためにとるべき行為の記述

結果 その結果もたらされる状態の記述

名前 パターンの内容を端的に表す言葉
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パターン・ランゲージとは

生物多様性・自然資本の保全に向けて、地域ごとに様々な試みが推進されて
いる。地域間で互いに課題や優良事例を学び合うことも行われているが、土地
の特徴や取り組むべき課題、人材や資金の状況も異なる中で、他地域の知見を
自らの現場に活かすことは容易ではない。また、「あの地域には○○さんがいる
から」や「キーパーソンがいたから上手くいった」など、よい結果が生み出さ
れた理由が属人的なスキルであるとの理解に終始してしまうこともある。パタ
ーン・ランゲージは、よい質の結果を生み出している人の経験則を抽象化、言
語化、体系化することで、よい実践の本質を捉え、さらなる実践を支援するも
のである。本章では、実践の技術を他所でも応用可能な形で共有することを可
能とするパターン・ランゲージについて解説し、その記述方法を解説する。
パターン・ランゲージは、よい結果を生み出すための実践の本質を捉え、言

葉にしたものである（井庭 2023）。もともと、Alexander et al. （1977）によって、
良い街や建物に潜む共通するパターンを言語化する方法として提唱されたもの
であるが、その後、ソフトウェアデザインや教育、組織変革など様々な分野に
も応用され、活用されてきた（Beck and Cunningham 1987; Bergin et al. 2012; Manns and Rising 
2004）。日本においても、認知症を発症したご本人とご家族が認知症とともに生
きる暮らしをより良くしていくための『旅のことば』（井庭・岡田 2015）や、地域
の価値を高めながら訪れる人の心に残るおもてなしを提供するための『おもて
なしデザイン・パターン』（井庭・中川 2019）、オープンダイアログの手法を元によ
り良いコミュニケーションを実践するための『対話のことば』（井庭・長井 2018）
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など、福祉や観光、ビジネスや教育など、幅広い分野で応用されてきている。
パターン・ランゲージでは、個人が持つ経験則を小さな単位で記述する。人
は日々様々な経験を積むことで、意識的であれ無意識的であれ、特定の状況に
おいて、どのような実践を行うことがよい結果をもたらすかという知恵を獲得
していく。こうした知恵は、明確な技術としてではなく、ちょっとしたコツや
感覚的な良し悪しとして個人に蓄積されていく。そのため、他者にとって、場
合によっては本人にとっても、その人個人の“センス”と感じられていることも
多く、自分でもその知恵をうまく説明できなかったり、活用できなかったりす
ることもある（佐藤 2009; 井庭・梶原 2016）。そうした経験則の一つひとつを、ある
特定の「状況」において、どのような「問題」が発生しやすく、どのような「解
決策」をとることで、どのような「結果」がもたらされるのかという一連のパ
ターンとして記述し（図1）、その内容を指し示す「名前」をつける。この「状
況」「問題」「解決策」「結果」「名前」が一つのパターンのフォーマットであり
（表1）、パターン・ランゲージは、こうしたパターンが複数集まったものである。
パターン・ランゲージとしてまとめることにより、それまで個人の暗黙的な

図1．各パターンを構成する要素の関係図（井庭の講演1に基づき筆者作成）

表1．パターンの様式

項目 記述される内容

状況 この知恵が駆動される状況の記述

問題 その状況において生じやすい問題の記述

解決策 その問題を避けるためにとるべき行為の記述

結果 その結果もたらされる状態の記述

名前 パターンの内容を端的に表す言葉
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地域に寄り添いながら⾃然資本管理を進めるための
パターン・ランゲージ（第3部 11章）

• 本書で紹介された事例に関わってきた研究者が
Øいかにして地域と関わり
Ø地域にとって良い未来とは何かを模索し
Ø⾃然資本を守りながら活かすことで、その
未来の実現にどのように貢献していくこと
ができたのか

試⾏錯誤しながら得てきた経験則を抽象化・
体系化・⾔語化してまとめたもの

91

No.2

思いを持つ人とのつながり
地域の未来をつくろうとする人と出会う。

地域の人との関わりをつくっていきたい。

その状況において

自然を守りたいと思っている人が地域内にいるとは限らず、どのように地
域との関わりを持っていけば良いのかがわからない。地域に根付く活動に
していくためには、外からの働きかけだけでなく、地域の人たちや地域社
会の取り組みとして動いていく必要がある。しかし、近しい思いを持って
活動している人と出会えるとは限らない。

そこで

どんな分野でも良いので地域への思いを持って活動をしている人とまずつ
ながり、そこから関係性や活動を広げていく。「地域を良くしたい」という
思いが重要な動機となるので、直接的に自然に関する取り組みをしていな
くとも、一緒に活動をしていける可能性がある。たとえば、観光や教育、
防災など、地域への思いを持つ人が集まるようなイベントに参加してみる。

その結果

すでに何らかの方法で地域を良くしようと動いてきている人からお話を伺
うことで、地域としての課題認識を知ることができたり、連携できる人を
見つけることができる可能性が高まる。思いを持って地域で活動をしてい
る人は周りにいろいろなつながりを持っている可能性があり、そこを起点
に輪を広げていける可能性もある。
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No.2

思いを持つ人とのつながり
地域の未来をつくろうとする人と出会う。

地域の人との関わりをつくっていきたい。

その状況において

自然を守りたいと思っている人が地域内にいるとは限らず、どのように地
域との関わりを持っていけば良いのかがわからない。地域に根付く活動に
していくためには、外からの働きかけだけでなく、地域の人たちや地域社
会の取り組みとして動いていく必要がある。しかし、近しい思いを持って
活動している人と出会えるとは限らない。

そこで

どんな分野でも良いので地域への思いを持って活動をしている人とまずつ
ながり、そこから関係性や活動を広げていく。「地域を良くしたい」という
思いが重要な動機となるので、直接的に自然に関する取り組みをしていな
くとも、一緒に活動をしていける可能性がある。たとえば、観光や教育、
防災など、地域への思いを持つ人が集まるようなイベントに参加してみる。

その結果

すでに何らかの方法で地域を良くしようと動いてきている人からお話を伺
うことで、地域としての課題認識を知ることができたり、連携できる人を
見つけることができる可能性が高まる。思いを持って地域で活動をしてい
る人は周りにいろいろなつながりを持っている可能性があり、そこを起点
に輪を広げていける可能性もある。
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No.18

活動を進めるための組織体
力を合わせて動くための器をつくる。

活動を対外的に進めていこうとしている。

その状況において

関心がある人が集まって活動をしているだけでは、実績や信頼が積み重な
っていかず、自治体など外部からの支援も受けにくい。団体として存在し
ていないと、周囲から認識しにくいうえに、活動実績が積み上がっていか
ない。また、外部からのサポートなどを得づらい状況になってしまう。

そこで

周囲から一つのまとまった団体として認識される状況をつくることで、有
志の集まりではなく、組織として行動できるようにする。一般社団法人や
NPO法人、任意団体でもよいので、団体として動ける状態をつくる。自治
体や他のセクターとやり取りをする際も、個別でするのではなく、団体と
して意見を集約して、コミュニケーションを取るようにする。

その結果

周囲から一つのまとまった受け皿として認識されることで、自治体や他団
体との対話の窓口になったり、仲間や助成金、情報など様々なリソースが
集まりやすくなる。
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No.18

活動を進めるための組織体
力を合わせて動くための器をつくる。

活動を対外的に進めていこうとしている。

その状況において

関心がある人が集まって活動をしているだけでは、実績や信頼が積み重な
っていかず、自治体など外部からの支援も受けにくい。団体として存在し
ていないと、周囲から認識しにくいうえに、活動実績が積み上がっていか
ない。また、外部からのサポートなどを得づらい状況になってしまう。

そこで

周囲から一つのまとまった団体として認識される状況をつくることで、有
志の集まりではなく、組織として行動できるようにする。一般社団法人や
NPO法人、任意団体でもよいので、団体として動ける状態をつくる。自治
体や他のセクターとやり取りをする際も、個別でするのではなく、団体と
して意見を集約して、コミュニケーションを取るようにする。

その結果

周囲から一つのまとまった受け皿として認識されることで、自治体や他団
体との対話の窓口になったり、仲間や助成金、情報など様々なリソースが
集まりやすくなる。
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No.19

実現のための勉強会
同じ目線で議論するための下準備。

共に活動するメンバーが集まり、 
これから動き出そうとしている。

その状況において

いざ議論をしようとしても、人によって見えている景色や持っている知識
がバラバラで、足並みが揃わない。バックグラウンドが異なると、前提と
する知識や経験が異なるが、そうすると同じ目線で議論することができな
い。一般的に、様々な人が立場を超えて集まると、前提となる共通のプラ
ットフォームや共通言語がないものである。

そこで

必要なテーマに沿った勉強会を開催することで、自分たちの活動を補強す
る知識や情報を学びあったり、講師として専門家を呼んで、活動の基盤と
なる知識やつながりをつくる。たとえば、活動に関連するテーマに関して
の勉強会をしたり、前提となる法律のことなどについて学び合ったりする。
また、これからの活動のために、重要なキーパーソンとなりそうな専門家
をお呼びして勉強会をひらくことで、知識だけでなくつながりもつくる。

その結果

一緒にインプットする機会を持つことで、共通認識を持つことができる。
また、専門家とのつながりを得ることもできる。勉強会が口実になって集
まる機会にもなる。
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No.19

実現のための勉強会
同じ目線で議論するための下準備。

共に活動するメンバーが集まり、 
これから動き出そうとしている。

その状況において

いざ議論をしようとしても、人によって見えている景色や持っている知識
がバラバラで、足並みが揃わない。バックグラウンドが異なると、前提と
する知識や経験が異なるが、そうすると同じ目線で議論することができな
い。一般的に、様々な人が立場を超えて集まると、前提となる共通のプラ
ットフォームや共通言語がないものである。

そこで

必要なテーマに沿った勉強会を開催することで、自分たちの活動を補強す
る知識や情報を学びあったり、講師として専門家を呼んで、活動の基盤と
なる知識やつながりをつくる。たとえば、活動に関連するテーマに関して
の勉強会をしたり、前提となる法律のことなどについて学び合ったりする。
また、これからの活動のために、重要なキーパーソンとなりそうな専門家
をお呼びして勉強会をひらくことで、知識だけでなくつながりもつくる。

その結果

一緒にインプットする機会を持つことで、共通認識を持つことができる。
また、専門家とのつながりを得ることもできる。勉強会が口実になって集
まる機会にもなる。
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No.25

実例をつくる
「すでにある」という説得力。

自然を守り活かすための活動に、 
自治体や事業者、地域の人に 

主体的に関わってもらえるようにしていきたい。

その状況において

「こういう枠組みや取り組みはどうですか」と提案するだけでは、具体的に
どうすると良いのかイメージができず、話が流れてしまう。地域の自然の
保全・管理のことなので、町や事業者、地域の人にも主体的に関わっても
らいたい。しかし、前例がない試みの場合は、検討に要する事項が多すぎ
て判断に時間がかかったり、腰が重くなってしまいがち。特に自治体は、
公共的な存在だからこそ、リスクを取りづらく新しいことを試してみるこ
とのハードルが高い。

そこで

自分たちの手でできることは小さくても良いので実践し、「具体的にはこう
いうこと」という実例をつくり、それとともに提案する。たとえば、市民
教育の場が必要だと提案するのであれば、実際に市民講座を運営し、その
具体的な取り組みやそこから得られた学びとともに提案する。

その結果

かかるコストや時間など、具体的に活動のイメージを持つことができるた
め、可否の判断をしやすくなる。これを前例にしてもらって、次年度の予
算組みや、計画を立てることに活かしてもらうこともできる。
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No.25

実例をつくる
「すでにある」という説得力。

自然を守り活かすための活動に、 
自治体や事業者、地域の人に 

主体的に関わってもらえるようにしていきたい。

その状況において

「こういう枠組みや取り組みはどうですか」と提案するだけでは、具体的に
どうすると良いのかイメージができず、話が流れてしまう。地域の自然の
保全・管理のことなので、町や事業者、地域の人にも主体的に関わっても
らいたい。しかし、前例がない試みの場合は、検討に要する事項が多すぎ
て判断に時間がかかったり、腰が重くなってしまいがち。特に自治体は、
公共的な存在だからこそ、リスクを取りづらく新しいことを試してみるこ
とのハードルが高い。

そこで

自分たちの手でできることは小さくても良いので実践し、「具体的にはこう
いうこと」という実例をつくり、それとともに提案する。たとえば、市民
教育の場が必要だと提案するのであれば、実際に市民講座を運営し、その
具体的な取り組みやそこから得られた学びとともに提案する。

その結果

かかるコストや時間など、具体的に活動のイメージを持つことができるた
め、可否の判断をしやすくなる。これを前例にしてもらって、次年度の予
算組みや、計画を立てることに活かしてもらうこともできる。
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No.35

後押しとなる資金補給
「予算」は走り続けるための燃料になる。

自主的な活動から次のフェーズに進めていきたい。

その状況において

今あるリソースの中で活動を設計していると、新しいことに取り組んでい
くための広がりを生み出せない。これからのことを考えようとした時に、
今あるリソースを前提に今後の計画を検討してしまいがちである。また、
活動を続けていくにあたっても、楽しさややりがいなども重要な要素だが、
実際に資金が必要になる場面で誰かが身銭を切っている状態では負担が大
きくなってしまう。

そこで

日頃から「次にこういうことができたらいいね」ということを思い描きな
がら、資金を獲得する方法を模索する。助成金のまとめサイトをチェック
して、自分たちの活動に合いそうな助成金を探し、チャンスがあれば応募
するようにする。また、クラウドファンディングの仕組みを活用してみる
のもひとつである。

その結果

資金を獲得することは、単に活動を支えるということにとどまらず、ポジ
ティブな責任が生まれ、活動の推進力にもなる。また、申請のための書類
などを準備する過程で、自分たちの活動の目的や意義を改めて考える機会
にもなる。

262 263

地
域
に
よ
り
そ
い
な
が
ら
自
然
資
本
管
理
を
進
め
る
た
め
の
パ
タ
ー
ン
・
ラ
ン
ゲ
ー
ジ

第
11
章
　
地
域
に
よ
り
そ
う
自
然
資
本
管
理
の
進
め
方

_19590039.indb   262-263_19590039.indb   262-263 2025/02/07   14:04:532025/02/07   14:04:53

No.35

後押しとなる資金補給
「予算」は走り続けるための燃料になる。

自主的な活動から次のフェーズに進めていきたい。

その状況において

今あるリソースの中で活動を設計していると、新しいことに取り組んでい
くための広がりを生み出せない。これからのことを考えようとした時に、
今あるリソースを前提に今後の計画を検討してしまいがちである。また、
活動を続けていくにあたっても、楽しさややりがいなども重要な要素だが、
実際に資金が必要になる場面で誰かが身銭を切っている状態では負担が大
きくなってしまう。

そこで

日頃から「次にこういうことができたらいいね」ということを思い描きな
がら、資金を獲得する方法を模索する。助成金のまとめサイトをチェック
して、自分たちの活動に合いそうな助成金を探し、チャンスがあれば応募
するようにする。また、クラウドファンディングの仕組みを活用してみる
のもひとつである。

その結果

資金を獲得することは、単に活動を支えるということにとどまらず、ポジ
ティブな責任が生まれ、活動の推進力にもなる。また、申請のための書類
などを準備する過程で、自分たちの活動の目的や意義を改めて考える機会
にもなる。

262 263

地
域
に
よ
り
そ
い
な
が
ら
自
然
資
本
管
理
を
進
め
る
た
め
の
パ
タ
ー
ン
・
ラ
ン
ゲ
ー
ジ

第
11
章
　
地
域
に
よ
り
そ
う
自
然
資
本
管
理
の
進
め
方

_19590039.indb   262-263_19590039.indb   262-263 2025/02/07   14:04:532025/02/07   14:04:5396



2026/2/20

25

表1．地域に寄り添いながら自然資本管理を進めるためのパターン・ランゲージの全体像

1. 地域を主体にした活動のデザイン 

《地域の中に入っていく》
No.1. 実践する研究者
No.2. 思いを持つ人とのつながり
No.3. 地域への好奇心
No.4. いま役立てること
No.5. 応えようとする姿勢

《地域の実情を理解する》
No.6. 自治体としての方向性
No.7. 明文化されていないルール
No.8. 地域のアイデンティティ
No.9. お互いに有意義な時間
No.10. 雑談の中の本音

《地域社会に役立つ活動のデザイン》
No.11. 活動が続くための研究設計
No.12. 地域発展につながる保全
No.13. 地域の価値をあげる学術発表
No.14. きっかけづくりのシンポジウム

2. 信頼関係の構築と合意形成

《互いの視点を知り合い信頼関係をつくる》
No.15. 根底にある共通点

No.16. 違いの相互理解

No.17. 考えるための素材

《活動の土台をつくる》
No.18. 活動を進めるための組織体

No.19. 実現のための勉強会

No.20. 実感を得るための視察

《関わりの輪を広げる》
No.21. 応えることから

No.22. 具体的な紐解き

No.23. あなたである必然性

No.24. 広がりの予感

No.25. 実例をつくる

3. 持続的で自律的な仕組みに落とす

《順応的に動き続ける》
No.26. 小さく始める

No.27. 定期的な見直し

No.28. ズレの解消

《行政施策への組み込み》
No.29. 資本としての自然

No.30. 実現可能な協力関係

No.31. 自治体としての宣言

No.32. 総合計画への組み込み

《地域の中での広がり》
No.33. ひらかれた活動実績

No.34. 続けていける設計

No.35. 後押しとなる予算補給

No.36. 新しい担い手
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97

基本計画として、綾町内に設置されたユネスコエコパーク推進室によって生物
多様性地域戦略が策定されている。兵庫県豊岡市ではコウノトリ共生課がコウ
ノトリの再野生化と農業展開、新潟県佐渡市では農林水産課がトキの再野生化
と農業展開を結びつけた地域戦略を、それぞれ策定した。千葉県いすみ市では
農林課が環境と経済をつなぐ里山里海再生を目指して地域戦略を策定してい
る。これらは、農業などの一次産業と生物多様性の保全とを連動する形で、農
業政策に関連する部署などが地域戦略を策定している例である。また、北海道
礼文町では持続的な観光を推進するために、産業課が生物多様性地域戦略を策
定してきている。そして兵庫県伊丹市では、都市緑地法に基づく緑の基本計画
と生物多様性基本法に基づく生物多様性地域戦略を統合し、伊丹市生物多様性
みどりの基本計画を都市交通部みどり自然課が策定している。このように、地
域の実情に応じて環境部局以外の部局が生物多様性地域戦略を策定し、生態系
を活用しながら地域に内在する課題を統合的に解決しようとする動きがでてき
ている。
これらの地域戦略は、GBO5によって示された「自然に根ざした解決策（Nature-

based Solutions: NbS）」の概念に沿うものでもある。国際自然保護連合（IUCN）は、
NbSを「社会課題に順応性高く効果的に対処し、人間の幸福と生物多様性に恩
恵をもたらす、自然あるいは改変された生態系の保護、管理、再生のための行
動」と定義し、気候変動、自然災害、社会と経済の発展、人間の健康、食料安
全保障、水の安全保障、環境劣化と生物多様性損失の7つの社会課題に取り組
むものとしている（古田 2021）。

地域社会でのボトムアップ活動の必要性

前節で述べたように、生物多様性を保全していこうとする際の最も中核的な
問いは、個々に異なった特性を持つ地域で実効的な管理の枠組みをどうつくっ
ていくか、ということである。そのために考案された新たな枠組みがOECMで
ある。
OECMは、Other Effective area-based Conservation Measuresの略で、「保
護地以外で生物多様性保全に質する地域」をさす。つまり、国立公園など、自

然を保護することが法律で定められた地域以外でも、生物多様性の保全上意義
があり、管理体制がしっかりとしている地域について、そこが民有地であって
も、申請に基づき保護区として世界的に認めていこうというものである。地域
社会によって管理された保護区のほうが、国によって指定された保護区よりも
効果的に生物多様性が維持されることが知られており、政府の法による規制に
より保護区を設けていくよりも、それぞれの地域で具体的な保全のあり方が検
討され、地域主体で保護・保全活動が進められることが重要だと考えられるよ
うになってきたのだ（Bhola et al. 2020; Maxwell et al. 2020）。CBD-COP15では、ネイチ
ャーポジティブを実現するために、OECMの設定を各国で積極的に進めていく
との認識が世界的に共有された。
NbSにしてもOECMにしても、自然資本としての生態系を活用し続けるため
には、その生態系の質を落とすことなく、あるいは、質を向上させながら将来
に引き継いでいく必要がある。そして、その実践は全国どこでも画一的に行い
得るものではなく、個々の地域の自然や社会の状況に即した考え方や手法が必
要だ。また、その担い手があってこそ成し遂げられる。

たとえば、日本の農村地域では、生活様式や産業構造の変化に伴って、人の

図2．生物多様性を守り、活用するためのトップダウン－ボトムアップの流れ
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個々の地域の活動（⽕種）
è全国に展開して⼤きな炎へ
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政策・施策による下⽀え
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